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　　下記リストの製品の完成品・材料・原料は、RoHS指令 （Directive 2011/65/EU
　　及び Comission Delegated Directive (EU) 2015/863)　にて定められた 
　　従来のRoHS指定特定規制物質(6物質）及び追加の4物質につきまして、
　　意図的な含有は無く非含有またはRoHS指令の許容値以下の含有であることを
　　証明いたします。

＜対象製品シリーズ＞

リアルタイムクロックモジュール　  RV-8564-C2／RV-8564-C3／RV-4162-C7／RV-8523-C3
   　   　                                   RV-3029-C2／RV-3029-C3／RV-3049-C2／RV-3049-C3
   　    　                                  RV-3129-C3／RV-3149-C3／
        　                                   RV-2123-C2／RV-1805-C3／RV-8803-C7／

        　                                   RV-8063-C7／RV-8063-C8／RV-8263-C7／RV-8263-C8／

        　                                   RV-3028-C7／RV-3032-C7／

　　 　　　　（ 生産終息品 ・ 生産終息予定品のシリーズ ）
        　                                   RV-2251-C3／

< RoHS指令特定有害物質 (6物質) >

1.カドニウム及びその化合物

2.六価クロム化合物

3.鉛及及びその化合物

4.水銀及びその化合物

5.ポリ臭化ビフェニル類  (PBB類)

6.ポリ臭化ジフェニルエーテル類 （PBDE類）

< RoHS指令規制物質 (新規追加の4物質) >

7.フタル酸ジ-2-エチルヘキテル (DEHP)

8.フタル酸ブチルベンジル (BBP)

9.フタル酸ジ-n-ブチル (DBP)

10.フタル酸ジイソブチル (DIBP)
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（ 書式 『2019年 7月 22日 RoHS証明書 Rev.C』 ）
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特定有害物質名 RoHS指令最大許容濃度
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